
人吉市長　松岡　隼人

ＮＯ
当該
資料名

頁 左記に対する回答

1
実施要領
7(1)キク

4

法人税は、事業年度終了日が課税要件の判定
基準となるため、設立年月日を確認し、基準
日に達していないと判断できる書類が必要で
す。
法人設立届出書（税務署からの受付印がある
もの）の写し等設立年月日が分かる公的書類
を準備してください。

2
仕様書
6(2)

1

仕様書において「受託者は、本業務を円滑に
遂行するため、責任者及び副責任者を定め、
業務時間には、常にいずれか１人以上を配置
し、業務を行わせること。」とありますの
で、責任者のほか、副責任者を２名設置し、
そのうち１人以上を配置し、業務を行ってい
ただければ差し支えありません。

3
実施要領
6(1)

2

法人格を有していない任意団体は、プロポー
ザル実施要領「６審査概要」の(１)参加資格
要件のウ「地方自治法施行令第１６７条の４
の規定に該当しない者であること」を満たさ
ないため、任意団体名義で御参加いただくこ
とは厳しいかと思料しています。
（理由）
地方自治法施行令第１６７条の４第１項に、
「当該入札に係る契約を締結する能力を有し
ない者」との定めがあります。ここでいう
「契約を締結する能力」とは、権利能力（法
的に権利を取得し、または義務を負うことが
できること）を指し、任意団体は権利能力を
有さないため、契約の当事者となることは厳
しいと考えます。（法人や個人事業主は権利
能力を有しており、契約の当事者となること
ができます。）
また、万一事故や問題があったことを想定す
ると、任意団体の場合は代表者をはじめ各構
成員に過大な負担がかかる可能性があるた
め、今回の募集に関しては、「法人格を持た
ない団体」や「権利能力なき社団」は、受託
者としては厳しいかと考えております。
なお、任意団体に参加されている法人格を持
つ企業が共同企業体を組んで参加されること
は可能です。

責任者の配置とその主要業務について

　仕様書に定める責任者の配置におい
て、副責任者を２名設置することは差し
支えないでしょうか。

人吉市公告第４１号
公募型プロポーザル方式による提案に関する質問への回答書

参加資格における納税証明書等の提出に
ついて

　弊社は令和８年４月１日設立の株式会
社であり、法人として本プロポーザルへ
の参加を申し込む予定です。現在法人登
記申請中ですが、参加申込締切日までに
登記が完了しない見込みです。
　つきましては、法人としての参加申込
であるものの、登記未完了の状態では法
人名義での証明書取得が困難なため、提
出書類として求められる「納税証明書」
および「県税・市税の滞納がない証明
書」について、代表取締役個人名義のも
のを代替として提出することは差し支え
ないでしょうか。

令和８年４月１０日

プロポーザル名称

質　問　事　項

まちなか図書館等管理運営業務委託に係る事業者選定公募型プロポー
ザル

法人格のない任意団体は納税関係の書類
はありませんが、参加資格があります
か。
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ＮＯ
当該
資料名

頁 左記に対する回答質　問　事　項

4
仕様書
5

1
可能です。

5

仕様書
6(5)

8(1)

(別紙)

2

2

7

市図書館の役割としましては、仕様書に掲げ
る内容以外の業務となりますが、詳細は受託
者と協議し定めるものとします。
市図書館からの配本についても、受託者の要
望により柔軟に対応します。貸出文庫等の制
度を活用し、選書も事業所で行っていただく
予定ですので、市図書館に在架していれば、
リクエストにお答えすることも可能です。た
だし、新刊本（概ね半年から1年程度）は市図
書館利用者を優先します。
また、まちなか図書館の本の館外貸し出しは
当面不可で、市図書館で借りた本の返却のみ
可とすることを想定しています。
市図書館との連携については、受託者決定後
に調整させていただきます。

6
仕様書
15(1)

5

仕様書１５支払方法（１）に記載のとおり、
業務履行確認後に請求書に基づきお支払いし
ます。従いまして、業務履行後に請求いただ
くこととなります。
なお、総会の運営や財産の管理等が確定して
いない任意団体の場合は、契約の当事者とな
ることは厳しいと思料します。

7
仕様書
8(3)

3

人選については、受託者と市、熊本県立大学
による協議を経ての決定を想定しています。
委員の手当や旅費は委託料の中で賄っていた
だくことになります。

8
仕様書
12(1)

4

市が購入する備品以外は、委託料の中で賄っ
ていただくことも可能です。
委託料の使途について、当初計画書になかっ
たものは、市や運営委員会との協議によりま
す。

9
仕様書
(別紙)
(9)

7

原則、市の許可が必要です。詳細は運営委員
会で決定する事項であると思料します。

10
仕様書
(別紙)
(10)

7

使用申し込みに関しては、お見込みのとおり
です。受付案件については、運営委員会によ
る決定を想定しています。
開館の状況や他の申し込みの状況を見ながら
決定してまいります。

11
記載のな
い事項

お見込みのとおりです。

ポスター、チラシについて、貼付や設置
の許可は、受託者の自主事業や協力者の
事業も、その都度市に許可を得る必要が
ありますか。

施設利用予約とありますが、市や流域治
水関係、受託者の自主事業や協力者の事
業以外にも、市民等一般の使用申し込み
を受け付けるのでしょうか。また、市や
流域治水、リバーミュージアム関係の使
用はどの程度と予想されるのでしょう
か。

会場のレイアウトやイス、テーブル、本
棚等のグレードは受託者が計画し、市と
の協議で決定すると考えてよろしいで
しょうか。

開館日は週５日となっていますが、それ
を超える週６日とか毎日開館という提案
は可能ですか。
今回の業務委託において、市図書館の役
割は具体的にどのようなものでしょう
か。市立図書館からの本は何冊ぐらいの
配本になりますか、その配本について、
受託者からのリクエストは可能でしょう
か、また、その本は館外貸し出しもでき
るのでしょうか。その他、市立図書館と
の連携についてはどの程度協議できるの
でしょうか。

委託料の支払い方法について、任意団体
は原則的に財産や手元資金を保持してい
ませんので、委託業務締結後、速やかに
１回目の支払い請求を行うことは可能で
しょうか。

運営委員会は、受託者の運営方針や企画
する自主事業、連携を図る団体との関係
等に大きな影響があると思われますが、
人選はどのように行うのでしょうか。ま
た、委員の出会手当や旅費は予算化する
必要がありますか。

市で負担してもらう備品以外で、業務に
必要となる備品があった場合、委託費で
購入することは可能でしょうか。また、
委託料の使途について、当初計画書にな
かった場合でも業務目的に沿ったもので
あれば実施可能でしょうか。
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ＮＯ
当該
資料名

頁 左記に対する回答質　問　事　項

12
記載のな
い事項

具体はプロポーザルのご提案によるものと考
えますが、まちなか図書館は先の実証実験を
踏襲する形で「本・読書を核としたサードプ
レイス」施設としての運用を予定していま
す。また、今期は図書館システムの導入が無
いことから、図書の館外貸し出しや司書の配
置は行いません。受託者からは、空間と本を
活用した読み聞かせやアニマシオン、様々な
ワークショップなどの企画をご提案いただ
き、市図書館と企画の実施や広報などを協働
して行っていただくことも想定しています。

13 仕様書 1

「開館日」については、曜日を指定するもの
ではなく週５日でプロポーザルのご提案によ
るものと考えます。「開館時間」について
は、銀行の営業時間に限らず仕様書に定める
時間帯の開館時間となります。勤務時間につ
いてはお見込みのとおりです。

14 仕様書 1

お見込みのとおりです。
責任者と副責任者との兼務は不可です。

15 仕様書 1

現時点で、決まっている会議はございません
が、必要があればその都度会議への出席をお
願いする場合もございます。
既存の市図書館長がまちなか図書館長を兼務
します。
なお、市職員の配置予定はございません。

16 仕様書 2

司書資格者の必須配置条件はございません。

５　業務日及び開館時間
ア　開館日　週５日とありますが月曜日
から金曜日という理解でよろしいでしょ
うか。また銀行の営業時間との関係はど
のようになっていますでしょうか。
ウ　開館時間　開館準備、閉館作業に要
する時間を含めた勤務時間は受託者の任
意の設定でよろしいでしょうか。

６　業務の執行体制
（２）受託者は、本業務を円滑に遂行す
るため、責任者及び副責任者を定め、業
務時間には、常にいずれか１人以上を配
置とありますが、責任者・副責任者のい
ずれかが常に現場にいないといけないと
言う理解でよろしいでしょうか。また、
副責任者は兼務可能でしょうか。

６　業務の執行体制
（２）図書館長が指定する会議等への出
席とありますが、現在想定されている会
議がありましたらその頻度と合わせお示
しください。
また館長はまちなか図書館専任の図書館
長を予定されておりますでしょうか。
その他、市職員の配置は予定されており
ますでしょうか。

６　業務の執行体制
（４）受託者は、本業務を的確かつ迅速
に履行できる知識を有するものを選任す
ることはありますが、司書資格者の必須
配置条件はありますでしょうか。

まちなか図書館開設の開設目的は、令和
７年度の社会実験「ひとよし　街なか
ひとはこ図書館」の成果を踏まえ、取組
を継続・発展させることと理解していま
すが、まちなかフォーラム資料では、
「人吉市が主体的に居場所運営に参画」
とあり、関わる主体の目的・役割のイ
メージでは主体的な共創パートナーとし
て、人吉市、デザイン会議、八代河川国
道事務所、県立大学等が挙げられていま
す。そうなると、企画運営の中心は市が
行い、受託者の役割はそれらの利用や意
見の調整をしながら、企画運営を行うと
いうことでしょうか。それとも令和７年
度と同様に、ひとはこ図書館的な運営
（受託者が中心となって企画運営）を行
い、その中に共創パートナー等の事業が
入るということでしょうか。
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ＮＯ
当該
資料名

頁 左記に対する回答質　問　事　項

17 仕様書 4

業務従事者名簿には、配置予定者の氏名も含
め記載してください。人員確保等の観点で契
約締結後５日以内の提出が困難な場合は、協
議により調整させていただきます。
事業従事者名簿は、受託事業者決定後受託者
が任意様式にて提出いただく書類です。お尋
ねの「所属」は様式４の業務体制表のことか
と存じますが、「所属」については、共同企
業体ではない場合も、会社名や支店名等を記
載してください。
人員変更が生じた場合は、仕様書に記載のと
おり、その都度速やかに市へ業務従事者名簿
を提出してください。

18 仕様書 4

業務を行うにあたっての事務作業用のＰＣ、
プリンター等は受託者で準備してください。
別途機器類の調達が必要な場合は、市及び受
託者双方協議のうえ決定します。
受託者の労務管理等、社内業務を行うための
ＰＣ等の持ち込みも可としますが、仕様書８
に記載の事項を遵守してください。

19
仕様書
(別紙)
１

7

クレーム対応の最終責任は、仕様書１１に記
載のとおり受託者及び業務従事者の故意又は
過失によるものかどうかによります。それ以
外のクレーム対応の最終責任は市となります
が、判断しかねる場合は市と受託者とで協議
のうえ判断します。
現状では、貸出を行う予定はございません。
よって、現段階においては蔵書を管理するた
めの図書館システムの設置予定はありませ
ん。
本の館外貸し出しは当面不可で、市図書館で
借りた本の返却のみ可とすることを想定して
います。
想定されているバックヤードの利用形態や規
模にもよりますが、建物オーナーと別途協議
が必要と考えております。なお、フロア内の
レイアウト調整でバックヤードスペースを確
保していただくことは可能です。

20

仕様書
(別紙)
１

（２）

7

蔵書数や新規図書の購入等については、契約
締結後に受託者と市で協議し調整します。た
だし、新刊本（概ね半年から1年程度）は市図
書館利用者を優先します。
雑誌、新聞等の取り扱いについては、必要に
応じて市と受託者で協議し決定します。

21

仕様書
(別紙)
１

（４）

7

原則、フロアの清掃は建物オーナー側で定期
的に清掃されますので、受託者はその他の館
内の美化に努めていただきます。

22

仕様書
(別紙)
１

（１０）

7

スペースや範囲については現時点で明確に決
まったものはなく、プロポーザルのご提案に
よるものと考えますが、対象となる範囲と、
施設利用にかかる規定等に関しては、運営委
員会で決定する事項と思料します。

１　フロアカウンター業務
・クレーム対応の最終責任はどちらにな
りますでしょうか。
・蔵書を管理するための図書館システム
は設置されていますでしょうか。
・図書等の貸出・返却は予約資料の受け
取りを含め、行わないという理解でよろ
しいでしょうか。
・業務を遂行するにあたり、打ち合わせ
等に使用するカウンター以外のバック
ヤードとしてのスペースは設けられてお
りますでしょうか。

（２）資料整理業務とありますが、蔵書
数と開架点数、閉架点数をお示しくださ
い
・新規図書の購入予定はありますでしょ
うか。その場合、年間予算をお示しくだ
さい。
・雑誌、新聞等の取扱いは無いという理
解でよろしいでしょうか。

（４）館内の美化管理業務とあります
が、フロアの清掃等は業務範囲外との理
解でよろしいでしょうか。

（１０）施設利用予約となりますが、ま
ちなか図書館内に予約のできるスペース
が設けられるとの理解でよろしいでしょ
うか。その場合、対象となる範囲と、施
設利用にかかる規定等ありましたらお示
しください。

９　業務計画
・業務従事者名簿
業務の質確保および円滑な人員確定の観
点から、配置予定者の氏名は省略した形
での提出で差し支えないでしょうか。実
務経験等でその他項目は本業務に適した
要件で記載させていただきます。
また、本名簿の「所属」とは共同企業体
での応募を想定していると考えてよろし
いでしょうか。
あわせて人員変更が生じた場合の差し替
え可否についてもご教示ください。

１２　経費の負担部分
・業務を行うにあたっての事務作業用の
ＰＣ、プリンター等は市の用意という理
解でよろしいでしょうか。
・受託者の労務管理等、社内業務を行う
ためのＰＣ等の持ち込みは可能でしょう
か。
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ＮＯ
当該
資料名

頁 左記に対する回答質　問　事　項

23

仕様書
(別紙)
１

（１２）

7

イベントの内容にもよりますが、責任分界点
という観点からも運営委員会で決定する事項
と思料します。

24

仕様書
(別紙)
１

（１４）

7

アカウント取得に関しては、お見込みのとお
りです。情報発信の際は個人情報の取り扱い
等にご注意ください。
なお、市も別途市公式ＳＮＳ等で情報発信を
行います。

25

仕様書
(別紙)
１

（１６）

7

市の弁償要項※によります。事案が発生した場
合には速やかに市に相談してください。対応
内容は案件ごとの個別相談によります。
基本的に現物弁償のため現金の取扱い予定は
ございません。

※「人吉市図書館の図書館資料の弁償に関する取扱要項」

26 仕様書 5

仕様書の水準を達するもので、受託者が実施
する業務内容を想定しています。

27 様式３

審査に必要な項目ですので「請負額」につい
ても可能な限りの記載をお願いします。

28 実施要領 3

会社概要書は任意様式となりますので、実施
要領の記載内容を網羅されていれば可能です
が、記載箇所に付箋を付してご提出くださ
い。

29 実施要領 4

都民税及び区民税（または県民税）と読み替
えていただき、賦課されているもの全てにつ
いて所在する自治体から発行されるものをご
提出ください（最新の納税証明書１年分）。

30 実施要領 5

正本には会社名、押印、管理責任者の記載を
お願いします。副本は会社名、押印、管理責
任者の記入欄を削除してご提出ください。

31 実施要領 5

お見込みのとおりです。副本に社名、商標等
企業名の記載があれば削除してください。

７－（２）企画提案書等の提出
イ－「（コ）企画提案書別紙副本及び企
画提案書別冊の各ページには、社名、商
標等企業名が特定できる情報は一切記入
しないこと。」とございますが、企画提
案書別冊の社名等について、正本には記
入する、副本には記入しないという理解
でよろしいでしょうか。

（１６）紛失・弁償業務とありますが、
図書館内での汚破損を想定したものとの
理解でよろしいでしょうか。また弁償に
際し現金の取扱い予定の有無をお示しく
ださい。

１５　支払い方法
（３）業務の出来高については、受注者
が業務計画であらかじめ提出しておくも
のとありますが、出来高とはどのような
内容を想定されていますでしょうか。

業務実績書
「請負額」については、他自治体との守
秘義務項目に該当するため、受注金額は
伏せてさせていただいてよろしいでしょ
うか。

７－（１）参加申込書等の提出
（イ）会社概要書につきましては、弊社
で作成しておりますパンフレット等の提
出でもよろしいでしょうか。

７－（１）参加申込書等の提出
（ク）「県税及び市税」について
・提出する納税証明書は、本社所在地の
①法人事業税　②法人都民税　③固定資
産税２種　④事業所税　の提出でよろし
いでしょうか。
・何年分必要でしょうか。
・弊社が１月末決算・４月末株主総会の
ため、提出する日の属する事業年度の納
税証明書を提出することができません。
２０２４年度までの提出でよろしいで
しょうか。

７－（２）企画提案書等の提出
イ－「（コ）企画提案書別紙副本及び企
画提案書別冊の各ページには、社名、商
標等企業名が特定できる情報は一切記入
しないこと。」とございますが、記載が
無い「様式７」については正本のみの提
出という理解でよろしいでしょうか。

（１２）市民等の持込分を含むイベント
等の日程調整・伴走支援とありますが、
イベント主催者が市民の場合の責任分界
点はどこからになりますでしょうか。

（１４）ＳＮＳ等を使用した情報発信に
関する業務とありますが、アカウントの
取得等は受託者が行うという理解でよろ
しいでしょうか。

5



ＮＯ
当該
資料名

頁 左記に対する回答質　問　事　項

32 実施要領 3

まちなか図書館において実務を担当される方
であれば、運営サポートの方でも構いませ
ん。

33 実施要領 3

実施要領６（３）イ（ウ）に記載のとおり、
原則として、管理責任者又は主任担当者が
行っていただきますが、営業担当の方がプレ
ゼンテーションを行う場合も含め参加人数は
計３人以内でお願いいたします。

34 仕様書 2

受託側に委ねますが、仕様書９に記載のとお
り、契約途中で異動が生じた場合は、その都
度速やかに業務従事者名簿を市へ提出してく
ださい。

35 仕様書 2

現時点で、決まっている会議はございません
が、必要があれば都度会議への出席をお願い
する場合もございます。

36 仕様書 3

仕様書８（３）に記載のとおり、受託者の責
務として、運営委員会を設置・運営し、事務
局として立場の異なる関係間の調整等を努め
ていただくことを想定しておりますが、受託
者と市との共同主体となることを想定してい
ます。

37 仕様書 4

出来高検査とは、業務の進捗（出来高）に応
じて部分的な代金を請求するため実施内容が
予定どおりか確認を求める書類となります。
詳細は、受託者決定後に御説明いたします。

38 仕様書 4

受託者決定後、必要に応じて調整させていた
だきます。

「出来高検査請求書」についての説明を
設けて欲しい。

業務従事者名簿について、プロポーザル
の結果後に採用活動を行う予定となって
いるため「契約締結後５日以内」ではな
く「業務従事者決定後速やかに」などへ
の緩和は可能か。

参加申込書及び企画提案書等提出要領
（１）参加申込書の提出(体制表(様式
４))
管理責任者は、センターから運営サポー
トする者の記載でよいかどうか。

（３）審査方法　イ二次審査(ウ)
プレゼンテーションでは、管理責任者又
は主任担当者に加え、本件の営業担当が
プレゼンテーションを行うことは可能
か。

６業務の執行体制２責任者の配置とその
主要業務(業務従事者の変更)について。
人選・異動、指導については、受託側に
委ねられているという事でよいかどう
か。

６業務の執行体制２責任者の配置とその
主要業務「図書館長が指定する会議等へ
の出席」について、具体的な会議名及び
年何回実施があるか。

８受託者の責務（３）運営委員会の設
置・運営について。
運営委員会の設置・運営については委託
側が主体となり、受託側が委員会に参加
し内容把握の上、現場運営を行うという
認識であっているかどうか。
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